仕　　様　　書

	
	物　　件　　名
	元京都市立楽只小学校複合施設防火設備保守点検業務
	

	
	履　行　期　間
	令和８年５月１日～令和９年３月３１日
	

	
	契約条件
	１　業務内容
　　　元京都市立楽只小学校複合施設における防火設備保守点検業務
　２　履行場所
　　　元京都市立楽只小学校複合施設（京都市北区紫野西舟岡町２番地）
　３　業務範囲
　　⑴　消防用設備法定点検（機器点検）　　　　　１回

⑵　消防用設備法定点検（総合点検）　　　　　１回
⑶　防火対象物点検　　　　　　　　　　　　　１回

⑷　上記⑴から⑶に係る報告書の作成及び提出　１式
　４　その他
　　⑴　乙は点検時等において緊急を要する故障個所を発見した場合、速やかに甲に報告する。

⑵　次に掲げる業務については、委託業務の対象外とする。

ア　点検準備・後処理・点検で見つかった不良個所対応

イ　施設内での火災・停電・断水時等の緊急時対応（初期対応を含む）

ウ　各施設内での簡易な補修・修繕

⑶　本件対象施設の設計図書については別途貸与する。

⑷　本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。ただし、協議が整わない場合においては、甲が決定する。
	



